
知内町森林整備対策事業補助規則 
 

（趣 旨） 

第１条  知内町における森林整備対策事業に必要な経費について、この規則の定めるところ

により予算の範囲内で補助金を交付する。 

 

（定 義） 

第２条 この規則において森林整備対策事業（以下「事業」という。）とは、町内の森林に

おいて国及び北海道が行う造林助成制度に基づき実施する森林整備をいう。 

  ２  この規則において補助対象者とは、知内町森林組合及び栄林会渡島檜山支部をいう。 

なお、栄林会渡島檜山支部については、「未来につなぐ森づくり推進事業費補助金

交付要綱（以下「未来の森」という）」に基づき実施するものに限る。 

  ３ この規則において補助対象経費とは、事業を行う森林所有者（ 中小企業基本法（ 昭

和３８年法律第１５４号）第２条に該当しないものを除く。）が、補助金の申請手続き

を知内町森林組合に委託して行う場合における当該補助に要する経費とする。ただし、

第３条第２項の事業区分における「未来の森」に基づき実施するものにあっては、補

助対象者における当該補助に要する経費とする。 

 

（補助の対象及び補助率） 

第３条 補助の対象は、平成３０年４月１日から平成３５年３月３１日までに実施された

事業とする。ただし、第２項の事業区分における「未来の森」に基づき実施するもの

にあっては、この限りではない。 

２ 補助金は、事業を行なう補助対象者に対し、補助対象経費の一部について交付する

ものとし、その補助率等は次の定めによる。ただし、補助対象経費と補助金額のうち、

いずれか低い金額を補助金額とする。 

事 業 区 分 補 助 率 等 

「未来の森」に基づき実施

するもの 
補助対象経費に 100分の 26を乗じて得た額とする。 

上記のほか「国及び北海道

が行う造林助成制度」に基

づき実施するもの 

区 分 補 助 金 額 

下刈り ヘクタール当たり  7,000 円 

除 伐 ヘクタール当たり  17,000 円 

枝打ち ヘクタール当たり  20,000 円 

間 伐 ヘクタール当たり  34,000 円 



 

（申 請） 

第４条 補助金の交付の申請をしようとする補助対象者は、国及び北海道が行う造林助成制

度に基づく渡島総合振興局長による補助金の交付決定及び額の確定の通知を受理後、

速やかに知内町長（以下「町長」という。）に対し、その写しを添付した補助金交付申

請書（別記第 1号様式）を町長に提出するものとする。 

 

（補助金の交付の決定） 

第５条 町長は、前条の補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を

交付すべきものと認めたときは、その交付を決定するものとする。 

 

（決定の通知） 

第６条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその内容を補助金交付決定書

（別記第 2号様式）により補助対象者に通知するものとする。 

 

（補助金の交付） 

第７条 補助金は、前条の規定による補助金の交付の決定後において交付するものとする。 

 

（補助金の精算） 

第８条 知内町森林組合は、森林所有者から委託を受け補助金の交付を受けた場合は、補助

金の受領後速やかに精算するとともに、精算が完了したときは、補助金精算完了報告

書（別記第 3号様式）を、森林所有者に提出した精算書の写しを添えて町長に提出し

なければならない。 

 

（補助金の返還） 

第９条 町長は、補助金を交付した事業について、森林整備事業等の施行地等の転用等に伴

う補助金等の返還措置要領（平成１９年８月２２日付け１９林整第３１５号林野庁長

官通知。）に基づく補助金の返還事由が生じた場合には、期間を定めてその返還を命ず

ることができるものとする。 

 

（事業計画の作成） 

第 10条 補助対象者は当該補助を受けようとする場合には、前年度の１１月末までに翌年度

における事業計画を町長へ提出するものとする。 

 

（その他） 

第 11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。 

 



 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(平成 13年規則第 9号) 

この規則は、平成 13年 4月 1日から適用する。 

附 則(平成 25年規則第 1号) 

この規則は、平成 25年 4月 1日から施行する。 

 

 附 則(平成 30年規則第 5 号) 

この規則は、平成 30年 4月 1日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記第１号様式 

 

 

補 助 金 交 付 申 請 書 

 

 

平成  年  月  日 

 

知内町長  様 

 

 

（補助対象者）           ㊞ 

 

 

事業名                 

 

 

 上記の事業に対し、補助金の交付を受けたいので、関係書類を添えて申請します。 

 

記 

 

  添付書類 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記第２号様式 

 

補 助 金 交 付 決 定 書 

 

知内町指令第    号 

 

 

（補助対象者）            

 

 

 平成  年  月  日付け申請の平成  年度知内町森林整備対策事業に対し、 

金        円を補助します。 

 

 

 

平成  年  月  日 

 

知内町長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記第３号様式 

 

 

補 助 金 精 算 完 了 報 告 書 

 

 

平成  年  月  日 

 

 

知内町長  様 

 

 

（補助対象者）          ㊞ 

 

 

事業名                

 

 上記の事業について、精算が完了したので関係書類を添えて報告します。 

 

 

添付書類 

 ・森林所有者に提出した精算書の写し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


